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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成30年9月13日(2018.9.13)

【公開番号】特開2017-39886(P2017-39886A)
【公開日】平成29年2月23日(2017.2.23)
【年通号数】公開・登録公報2017-008
【出願番号】特願2015-163674(P2015-163674)
【国際特許分類】
   Ｃ０９Ｋ  17/02     (2006.01)
   Ｃ０９Ｋ 101/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０９Ｋ   17/02     　　　Ｈ
   Ｃ０９Ｋ  101:00     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成30年8月6日(2018.8.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　作物用の土壌改良材であって、
　シラス粉末を含むことを特徴とする土壌改良材。
【請求項２】
　請求項１に記載の土壌改良材であって、
　前記シラス粉末の粒度分布は、累積粒度分布の１０％累積粒径（Ｄ１０）が３．０μｍ
以上８．０μｍ以下であり、５０％累積粒径（Ｄ５０）が２７．０μｍ以上６２．０μｍ
以下であり、９０％累積粒径（Ｄ９０）が５４．０μｍ以上１３２．０μｍ以下であるこ
とを特徴とする土壌改良材。
【請求項３】
　請求項２に記載の土壌改良材であって、
　前記シラス粉末の粒度分布は、累積粒度分布の１０％累積粒径（Ｄ１０）が３．０μｍ
以上８．０μｍ以下であり、５０％累積粒径（Ｄ５０）が２７．０μｍ以上５４．０μｍ
以下であり、９０％累積粒径（Ｄ９０）が５４．０μｍ以上１０３．０μｍ以下であるこ
とを特徴とする土壌改良材。
【請求項４】
　請求項２に記載の土壌改良材であって、
　前記シラス粉末の粒度分布は、累積粒度分布の１０％累積粒径（Ｄ１０）が７．０μｍ
以上８．０μｍ以下であり、５０％累積粒径（Ｄ５０）が５３．０μｍ以上６２．０μｍ
以下であり、９０％累積粒径（Ｄ９０）が１０２．０μｍ以上１３２．０μｍ以下である
ことを特徴とする土壌改良材。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか１つに記載の土壌改良材であって、
　前記作物用は、稲作用であることを特徴とする土壌改良材。
【請求項６】
　請求項１から４のいずれか１つに記載の土壌改良材であって、
　前記作物用は、野菜や穀類を栽培する畑作物用であることを特徴とする土壌改良材。
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